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第３１回 宇治市農業委員会議事録 
 
 下記議案審議のため、令和５年１月５日（木）午後１時３０分より、第３１回宇治市農

業委員会定例総会を宇治市役所８階大会議室において開催した。 
 

記 
 
第１号議案 農地法第３条の規定による許可申請に係る承認について 
第２号議案 相続税の納税猶予に関する適格者証明願の承認について 
第３号議案 非農地通知の決定について 
 
第１号報告 農地法第４条の規定による届出の受理について 
第２号報告 農地法第５条の規定による届出の受理について 
 
 
 
 
 
 
 
（出席委員） 

１番 北浦 荘平   ２番 多田 岳史   ３番 德田 明子   ４番 中林 和夫 
 ５番 山﨑 省吾   ６番 井内 英樹   ７番 多羅尾 英樹  ８番 中西 秀友 
 ９番 辻 四一郎  １０番 吉田 利一  １１番 今村 正喜  １２番 小島 佳剛 
１３番 水主 哲寛 

 
（欠席委員） 

１４番 山本 晃一郎 
 

（農地利用最適化推進委員） 
村田 昇造   江口 淳司   水谷 修 
 

（事務局） 
澤田 局長    奥田 次長    清水（嘱託）   村田（嘱託）   岸本（嘱託） 
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局  長 
 
 
 
 
 
 
 

議  長 
 
 
 
 
 
 
 
 

局  長 
 
 
 
 
 
 
 
 

議  長 
 

小島委員 
 
 
 
 
 

         （ 午後１時３０分 開会 ） 

 

定例総会の開会に先立ちまして、事務局から報告いたします。 

本日は山本委員から欠席の届がなされております。 

本日の定例総会は委員定数１４名の内、出席委員は１３名であり、「農業委員

会等に関する法律第２７条第３項」の規定により定足数を満たしていますので、

成立しておりますことをご報告いたします。 

また、北村推進委員より欠席の連絡を受けております。 

それでは、議事進行につきまして、吉田会長、よろしくお願いいたします。 

  

それでは、ただ今から、第３１回宇治市農業委員会定例総会を開会いたします。 

本日の議事録署名委員は、多田委員、德田委員のお二人にお願いいたします。 

現地調査委員につきましては、多羅尾委員、小島委員のお二人です。 

ご苦労様でした。後ほど現地調査の報告をお願いいたします。 

 

はじめに、「第１号議案 農地法第３条の規定による許可申請に係る承認につ

いて」を議題といたします。 

事務局より、説明願います。 

 

それでは、「第１号議案 農地法第３条の規定による許可申請に係る承認につ

いて」をご説明申し上げます。 

 

本件につきましては、譲渡人は府外転居により耕作が困難なため、譲受人は新

規営農のため所有権を移転するものです。譲受人は個人としては新規扱いとなり

ますが、既にＮＰＯ法人の代表として、営農実績を有されており、農地法第３条

第２項各号の不許可の条文には該当しないことを確認しております。 

以上です。 

 

続きまして、小島委員より現地調査の報告をお願いします。 

 

報告します。去る１２月２３日、事務局の案内で多羅尾委員と現地調査に行っ

てまいりました。 

 番号１の東笠取●●●●の利用状況につきましては、ビニールハウスが２棟と

農業用倉庫が１棟ありました。ビニールハウス内には冬野菜が栽培されており、

農機具も置かれていました。 

 東笠取●●●●の利用状況につきましては、耕起済みの田でした。一部三角地
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議  長 
 
 

北浦委員 
 
 
 
 

議  長 
 
 
 
 
 

議  長 
 
 
 
 
 
 

局  長 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

の部分は不作付でしたが、わずかな面積であり、草刈り等はされています。 

東笠取●●●●及び●●の利用状況につきましては、水稲の刈り取り跡があり

ました。全て適正に管理されていました。 

以上です。 

 

報告が終わりましたので、これより審議に入ります。本議案につきまして、何

かご意見・ご質問はございませんか。 

 

当該地はもともと地元の方が所有していましたが、亡くなられて現所有者が相

続されました。しかしご家族含めて農業はできないとのことで、既に転出されて

おり此方にはいらっしゃいません。ここは既に譲受人が借りて作物を作っておら

れているため、今も管理がきちんとされた状態になっています。 

 

地元委員さんからご説明いただきました。きれいに管理されているとのこと

で、特に言うことはないかと思います。 

他にご意見等はございませんか。 

 

異議なしの声 

 

ただ今の異議なしをもって「第１号議案 農地法第３条の規定による許可申請

に係る承認について」は、議案のとおり「承認すること」と決しました。 

 

次に、「第２号議案 相続税の納税猶予に関する適格者証明願の承認について」

を議題といたします。 

事務局より説明願います。 

 

それでは、「第２号議案 相続税の納税猶予に関する適格者証明願の承認につ

いて」をご説明申し上げます。 

 

本議案につきましては、被相続人がお亡くなりになり、相続された農地につい

て引き続き営農を続けることにより、租税特別措置法第７０条の６第１項の規定

に基づく相続税の納税猶予を受けるための適格者であることの承認を得るもの

でございます。 

なお、地積欄が内数となっているものにつきましては、農業用倉庫等の納税猶

予の対象とならない面積を除外しています。 

以上です。 
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議  長 
 

多羅尾委員 
 
 
 
 
 
 
 
 

議  長 
 
 
 
 

議  長 
 
 
 
 
 

局  長 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

議  長 
 

続きまして、多羅尾委員より現地調査の報告をお願いします。 

 

報告します。去る１２月２３日、事務局の案内で小島委員と現地調査に行って

まいりました。 

 番号１の宇治●●●●、●●、●●、●●、●●、●●、●●及び●●の利用

状況につきましては、すべて茶畑で、大変きれいに管理されていました。 

 小倉町●●●●及び●●の利用状況につきましては、水稲の刈り取り跡があ

り、畦の草も冬なので枯れておりました。きれいに管理されており、何も問題な

いかと思われます。 

以上です。 

 

報告が終わりましたので、これより審議に入ります。本議案につきまして、何

かご意見・ご質問はございませんか。 

 

異議なしの声 

 

ただ今の異議なしをもって「第２号議案 相続税の納税猶予に関する適格者証

明願の承認について」は、議案のとおり「承認すること」と決しました。 

 

次に、「第３号議案 非農地通知の決定について」を議題といたします。 

事務局より説明願います。  

 

それでは、「第３号議案 非農地通知の決定について」一括して１０件をご説

明申し上げます。 

 

まず、本議案につきましては、農地利用状況調査の中で、再生が困難と判定し

ていた農地のうち、木幡、五ケ庄、莵道地区における非農地判定のための現地調

査を令和４年１２月１２日に農地部会委員と事務局職員が同行し実施して参り

ました。 

いわゆる違反転用の疑いで指導対象と判断したものは含まれておりません。非

農地決定の対象は、１７筆、１７，７５５㎡となり、内農用地区域は、１筆３６

㎡で現況は宇治川河川敷となっております。 

以上です。 

 

説明が終わりましたので、これより審議に入ります。本議案につきまして、何

かご意見・ご質問はございませんか。 
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岸本嘱託 
 
 

水谷推進委員 
 
 
 

局  長 
 
 
 
 

水谷推進委員 
 
 

局  長 
 
 
 

中林委員 
 
 
 

水谷推進委員 
 
 

議  長 
 

水谷推進委員 
 
 

議  長 
 

小島委員 

本議案の所有者は他に農地を持っていないんでしょうか。 

 

今回挙がっている所有者さんは、ほとんどの方が他には農地をお持ちでないで

す。 

 

番号２は、場所からしたら河川区域だと思います。なぜこうなっているのか分

かりませんが、水がないところも含めて所有者に話をした上で河川区域に指定さ

れているはずです。番号３については、宇治川の堤防敷地だと思われます。 

 

番号２について、河川区域の範囲がどこまでなのかは確認しておりません。現

況に沿って原野と記載しております。利用状況は現地を見て判断されたもので

す。番号３については、宇治川の堤防よりも河川側だったため、河川敷と記載し

ております。 

 

課税は資産税課の判断で、非農地の判定については農業委員会の判断だから、

どう書いても良いということでしょうか。 

 

当該地が現在どのような形で課税されているのか、こちらでは確認はしており

ません。今回の非農地判定が承認された後、課税評価を変えるかどうかは資産税

課の判断になります。 

 

番号２についてですが、現場は草刈りがされています。端から端まで草刈りさ

れる中で、ここだけしていないということはありません。管理者が自分のところ

だと思って草刈りしているのかもしれません。 

 

あの辺りはほとんどが民地です。官地のほうが狭いはずです。処理を一括でし

ているのは何も問題ないと思います。 

 

固定資産税は掛かっているんですか。掛かっていないですよね。 

 

農地を外すのは別の話として、河川敷になっているところは掛かっていなかっ

たと思います。 

 

雑種地だと課税は高くなりますよね。 

 

隣地はどうなっているんですか。ここだけが農地で残っていたんでしょうか。 
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水谷推進委員 
 

中林委員 
 
 

議  長 
 

中西委員 
 
 
 
 

議  長 
 
 

多田委員 
 
 
 

議  長 
 
 

多田委員 
 

局  長 
 

議  長 
 
 

多田委員 
 

議  長 
 
 
 

議  長 

昔は番号２から西のほうにかけて、ずっと畑をやっていました。 

 

本当に所有者がやっていたのかは分かりません。昔、一部は確かにやっていた

はずです。 

 

番号１はしっかり税金が掛かっているんですよね。 

 

番号１について、見に行くのは２回目になります。畑とは言えませんが段々畑

の状態で、下のほうは砕石が敷かれて駐車場のようになっています。上には果樹

を５本ほど新たに植えており、更に上に行くほど松の木やら大きな木が生えてい

て山林状態になっています。 

 

今まで畑で課税されていたとしたら、ほとんど税金は掛かってなかったと思い

ます。 

 

資産税課がどこまで見ているかは分かりませんが、既に雑種地で見られている

んじゃないでしょうか。登記が畑であっても、航空写真で確認したら畑でないと

分かります。 

 

農地から外したい人は、非農地通知が来たら待っていましたとなるんじゃない

でしょうか。 

 

ですが、農地から外したところで調整区域のままですよね。 

 

調整区域のままですので、基本的に建物は建てられません。 

 

畑のままでそんなことをしていたら農地法に違反している形になりますが、農

地から外したら違反になりませんよね。農業委員会としてはどうなんでしょう。 

 

周りが畑なら問題ですが、宅地とゴルフ場になっています。 

 

他にご意見等はございませんか。 

 

異議なしの声 

 

ただ今の異議なしをもって「第３号議案 非農地通知の決定について」は、議
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局  長 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

議  長 
 
 
 

議  長 
 
 
 
 

案のとおり「承認すること」と決しました。 

 

続きまして、専決処分の報告について、事務局から報告願います。 

 

まず、「第１号報告 農地法第４条の規定による届出の受理について」一括し

て２件をご説明申し上げます。 

 

番号１につきましては、庭の拡張を行うための転用で、隣接農地はありません。

番号２につきましては、先代が農地法の認識なく、既に住宅の敷地として使用さ

れていたもので、顛末書が提出されております。 

いずれも農地法関係事務処理要領に基づき審査を行い、農地法施行令第３条第

２項の規定に基づき、すでに書面で通知を行っております。 

 

続きまして、「第２号報告 農地法第５条の規定による届出の受理について」

一括して２件をご説明申し上げます。 

 

番号１につきましては、分譲宅地１４戸分を整備するための転用で、境界には

擁壁が設置され、雨水は新設道路側溝へ排出されます。 

番号２につきましては、露天資材置場を整備するための転用で、境界には擁壁

が設置され、雨水は自然浸透及び南側道路側溝へ排出されます。 

いずれも農地法関係事務処理要領に基づき審査を行い、適正と判断し、農地法

施行令第１０条第２項の規定に基づき、すでに書面で通知を行っております。 

以上です。 

 

事務局から報告のあった件について、何かご質問はございませんか。 

 

なしの声 

 

ないようですので､以上をもちまして本日の議案審議及び報告案件は終了いた

します。どうもご苦労様でした。 
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                     （午後１時５５分審議終了） 

 

 

 

 

 

議  長             

 

 

署名委員             

 

 

署名委員             

 

 


